
 四日市市立こども園条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

平成２８年１２月２１日  

四日市市長  田 中 俊 行  

 

四日市市条例第５２号  

四日市市立こども園条例の一部を改正する条例  

四日市市立こども園条例（平成２８年四日市市条例第１９号）の一部を次のように

改正する。 

 

改正後 

（名称及び位置） 

第２条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称 位置 

四日市市立橋北こども園 四日市市東新町２６番３２号 

四日市市立塩浜こども園 四日市市柳町３３番地 
 

 

 

改正前 

（名称及び位置） 

第２条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称 位置 

四日市市立橋北こども園 四日市市東新町２６番３２号 
 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

（四日市市立保育所条例の一部改正） 

２ 四日市市立保育所条例（昭和２６年四日市市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

改正後 



（名称及び位置） 

第２条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

 （略） 

四日市市立内部保育園 四日市市釆女町１５７６番地１ 

四日市市立磯津保育園 四日市市大字塩浜３０５０番地２ 

 （略） 
 

 

 

改正前 

（名称及び位置） 

第２条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

 （略） 

四日市市立内部保育園 四日市市釆女町１５７６番地１ 

四日市市立塩浜西保育園 四日市市柳町３３番地 

四日市市立磯津保育園 四日市市大字塩浜３０５０番地２ 

 （略） 
 

 

（四日市市立幼稚園条例の一部改正） 

３ 四日市市立幼稚園条例（昭和２８年四日市市条例第２５号）の一部を次のように

改正する。 

改正後 

（名称及び位置） 

第２条 幼稚園の名称及び位置は次のとおりとする。 

名称 位置 

 （略） 

四日市市立泊山幼稚園 四日市市前田町１番１９号 

四日市市立内部幼稚園 四日市市釆女町９１１番地 

 （略） 

四日市市立常磐中央幼稚園 四日市市ときわ五丁目４番５３号 



四日市市立笹川中央幼稚園 四日市市笹川三丁目１５７番地 

 （略） 
 

 

 

改正前 

（名称及び位置） 

第２条 幼稚園の名称及び位置は次のとおりとする。 

名称 位置 

 （略） 

四日市市立泊山幼稚園 四日市市前田町１番１９号 

四日市市立納屋幼稚園 四日市市蔵町５番８号 

四日市市立内部幼稚園 四日市市釆女町９１１番地 

 （略） 

四日市市立常磐中央幼稚園 四日市市ときわ五丁目４番５３号 

四日市市立塩浜幼稚園 四日市市柳町３３番地 

四日市市立笹川中央幼稚園 四日市市笹川三丁目１５７番地 

 （略） 
 

 

（こども未来部保育幼稚園課） 


